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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【公表番号】特表2007-502640(P2007-502640A)
【公表日】平成19年2月15日(2007.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2007-006
【出願番号】特願2006-523712(P2006-523712)
【国際特許分類】
   Ａ４７Ｊ  31/36     (2006.01)
   Ａ４７Ｊ  31/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４７Ｊ  31/36    　　　　
   Ａ４７Ｊ  31/44    　　　Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年7月29日(2010.7.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲料がブリューされる物質を含むパッドを封入するためのブリューチャンバを有する飲
料作製装置であって、前記ブリューチャンバは、１つ又は複数の孔を備えた上壁を持ち、
前記孔を通じて、加熱された水が前記ブリューチャンバに入ることができ、前記上壁は、
当該上壁が前記ブリューチャンバの壁の一部である略水平のブリュー位置から、前記パッ
ドが前記ブリューチャンバから取り外されることができる開位置に、ヒンジ運動すること
ができる、飲料作製装置において、前記上壁の表面の大部分は、０．５ｍｍより大きい高
さを持つ突起を備え、隣接するそれぞれの２つの突起間の距離は１２ｍｍより小さいこと
を特徴とする飲料作製装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の飲料作製装置において、隣接するそれぞれの２つの突起間の前記距離
は６ｍｍより小さいことを特徴とする飲料作製装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の飲料作製装置において、前記突起の前記高さは０．７ｍｍより
大きいことを特徴とする飲料作製装置。
【請求項４】
　請求項１、２又は３に記載の飲料作製装置において、前記突起の横断面は、略円形であ
り、０．５ｍｍ～３ｍｍの直径を持つことを特徴とする飲料作製装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の飲料作製装置において、隣接するそれぞれの２つ
の突起間の前記距離は前記突起の前記高さの８倍より小さいことを特徴とする飲料作製装
置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の飲料作製装置において、突起の側壁の少なくとも
一部は、前記上壁の面に対して６０°より大きい角度で、延在することを特徴とする飲料
作製装置。
【請求項７】
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　請求項１乃至６の何れか１項に記載の飲料作製装置において、各突起の一部は略円柱状
であることを特徴とする飲料作製装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の飲料作製装置において、前記突起は前記上壁の前
記表面上のリブであることを特徴とする飲料作製装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の飲料作製装置において、前記上壁は、６０°より
大きく、ヒンジ運動することができることを特徴とする飲料作製装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載の飲料作製装置において、前記ブリューチャンバの
前記壁のうち前記上壁以外の部分を有すると共に、前記ブリューチャンバを掃除するため
又は前記パッドを取り外すため、前記装置から取り外されることができる取外し可能な部
分によって特徴付けられる飲料作製装置。
【請求項１１】
　飲料作製装置によって飲料を作製する方法であって、前記飲料がブリューされる物質を
含むパッドがブリューチャンバ内に配置され、前記ブリューチャンバは、１つ又は複数の
孔を備えた上壁を持ち、前記孔を通じて、加熱された水が前記ブリューチャンバに入るこ
とができ、前記上壁は、ブリュープロセスの後に、当該上壁が前記ブリューチャンバの壁
の一部である略水平のブリュー位置から、前記パッドが前記ブリューチャンバから取り外
されることができる開位置に、ヒンジ運動することができる、飲料作製装置において、前
記上壁の表面の大部分は、０．５ｍｍより大きい高さを持つ突起を備え、隣接するそれぞ
れの２つの突起間の距離は１２ｍｍより小さく、これにより、前記パッドは、前記上壁が
その開位置にヒンジ運動されるときに前記ブリューチャンバ内に残ることを特徴とする方
法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　この目的を達成するため、前記上壁の表面の大部分は、０．５ｍｍより大きい高さを持
つ突起を備え、隣接するそれぞれの２つの突起間の距離は１２ｍｍより小さく、好適には
１０ｍｍよりも小さい。前記大部分は、好適には、前記上壁の表面積の５０％を超える面
積を占め、好適な実施例では７５％を超える。突起は、事実上円筒状形状を持つスタッド
の形状を持つことができる。突起は、上壁が上方へヒンジ運動されるときに、パッドが上
壁に張り付くことを防止する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　本発明は、飲料作製装置によって飲料を作製する方法であって、ブリューチャンバ内に
、前記飲料がブリューされるべき物質を含むパッドが配置され、前記ブリューチャンバは
、１つ又は複数の孔を備えた上壁を持ち、前記孔を通じて、加熱された水が前記ブリュー
チャンバに入ることができ、前記上壁は、ブリュープロセスの後に、当該上壁が前記ブリ
ューチャンバの壁の一部である略水平のブリュー位置から、前記パッドが前記ブリューチ
ャンバから取り外されることができる開位置に、ヒンジ運動することができ、前記上壁の
表面の大部分は、０．５ｍｍを超える高さを持つ突起を備え、隣接するそれぞれの２つの
突起間の距離は１２ｍｍより小さく、これにより、前記パッドは、前記上壁がその開放位
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置にヒンジ運動されるときに前記ブリューチャンバ内に残る、方法にも関する。
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